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 令和６年４月１日 

令和６年度 港区立赤坂学園 学校経営計画 

 

港区立赤坂小学校 

港区立赤坂中学校  

                             校長 髙松 政則 

 

義務教育の目的は、人格の形成を目指し平和で民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行われるものである。港区

においては、急速な人口の増加に加え、さらなるグローバル化や都市開発の進展等が、

子どもたちの生活環境や学習環境、遊びの環境などに大きな影響を与えることが考えら

れる。こうした変化が激しく、将来を予測することが難しい社会において、子どもたち

がよりよく生き抜いていくためには、一人ひとりの個性を伸ばし、多様な能力を育むこ

とが求められる。 

港区教育ビジョン（港区教育大綱）に掲げられた、めざすべき子どもの姿「夢と生き

がいをもち、自ら学び、考え、行動し、未来を創造する子ども」の実現に向け、生涯に

わたり自ら学び続ける意欲を養い、新たな価値を創造する未来を担う人づくりに取り組

む。そのために「子どもたちが安全で安心して過ごすことができる学校づくり」「子ど

もたちが生き生きと楽しく学ぶことができる学校づくり」「保護者や地域に信頼される

学校づくり」を学校経営の視点として質の高い教育を推進する。 

教育の展開に当たっては、国や東京都の動向及び港区の施策、本校の児童の実態を踏

まえた上で、教職員が一丸となって組織的かつ計画的に実施していく。また、保護者や

地域の思い、願いを受け止め誠実に対応していく。  

  

１．学校教育目標 

  国際社会の中で社会や環境がいかに変化しても、誰とでも助け合い協力しながらた  

  くましく生きていくための教養と心身の健康を身に付けさせるために、以下の目標  

  を定める。 

  こころ を大切にする  

  まなび を大切にする  

  いのち を大切にする  

  と き を大切にする  

 

２．目指す学校像  

「児童・生徒の夢と希望を実現させるために、組織力を発揮する学校」  

      ～子どもたちに寄り添い、良さを引き出す指導～ 

 

３．目指す児童・生徒像 

  ・他者の気持ちを理解し、思いやりの心をもった子ども  

・向学心にあふれ、日々真剣に学習に取り組む子ども 

・自分を大切にするとともに、他者の大切さを認めることのできる子ども 

・授業・各種行事等、その瞬間（とき）を大切にする子ども 
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４．目指す教師像 

・研鑽に励み、児童・生徒の関心・意欲を高め魅力ある授業を展開できる教師  

・児童・生徒の心に寄り添い、愛情と使命感にあふれる教師  

・和を大切にし、組織の一員として報告・連絡・相談を確実に行い、連携協力で 

 きる教師 

・赤坂を愛し、地域との連携・協働を大切にする教師  
 
５．学校の教育目標を達成するための基本方針  
   より良い学校教育を通じて、よりよい社会を創るために保護者・地域・学校が

目標を共有し、連携・協働しながら新しい時代に求められる資質・能力をはぐく
む社会に開かれた教育課程の実現に向けて、世界で活躍する人材の育成を目指し
た小中一貫教育を行う。そのために、以下の基本方針を定める。 

 ① 健康な体づくり 
  ・運動や食育、ＷＥＢＱＵによる学級づくり等を通して、心と体の健康づくりを  
   行う活動を重視する。  
 ② 環境教育の充実 
  ・ビオトープを活用した総合学習や生き物の観察を通して、環境について学ぶ機

会とするとともにビオトープの整備行う。 
  ・理科や技術などの教科学習やＳＤＧｓの取り組みを通して、持続可能な社会づ  
   くりを意識させることを重視する。  

 ③ 国際理解教育の充実  

  ・国際科の授業や、大使館との交流等を通して、言語や文化について理解を深め  

   るとともに、交流を通して生徒が国際問題や国際的な職業について学ぶ機会と 

   する。 
  ・海外修学旅行を契機として教科学習としての外国語を学ぶだけでなく、他国の

文化や歴史を学ぶ機会を創出する。 
 ④ いじめ防止推進事業の充実  

・「学校いじめ防止基本方針」を踏まえ、組織的な対応により、いじめの未然防
止や早期発見、早期解決に努める。また、互いの人格を尊重し、協力する態度
を育てるために、全ての教育活動をとおして人権教育を推進し、いじめや差別
を許さない心や思いやりの心を育てる。 

  ・９年間を通した系統的な生活指導を実施し、いじめの防止や社会生活のルール  
   やマナーを身に付けさせる。また、法やきまりの意義を理解させ、規範意識を  
   醸成する。 
 ⑤ 基礎学力・活用力の習得  
  ・「赤坂学園カリキュラム」に基づいた指導を行うとともに、「主体的・対話的  
   で深い学び」を意識した授業を展開する。  
  ・基礎学力・活用力の習得を目指し、「赤坂学園カリキュラム」に基づいた指導  
   を行うとともに、「主体的・対話的で深い学び」を意識した授業を展開し、「考  
   え、伝え合う力」を育成する。  
  ・小学校教員による一部教科担任制や中学校教員との授業連携を図り、より専門  
   的な授業を行うことで学習意欲を高めるとともに、習熟度別少人数指導を充実  
   させ学力の向上を図る。  
 ⑥ ＩＣＴを活用した学びの充実  
  ・ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、これまでの研究の成果を生かし、ＩＣ  
   Ｔの効果的な活用を推進する。あわせて、情報モラル教育とともに情報活用能  
   力の育成を図る。 
 ⑦ 教員の働き方改革の推進  
  ・スクールサポートスタッフや時間講師を効果的に活用し、教員が児童とかかわ 
   る時間を確保するとともに、会議の精選を行い、校務をセイルすることで長時  
   間労働の抑止を図る。  
  ・ＩＣＴの更なる活用と会議の精選を行い、校務を整理することで教員の長時間  
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   労働の抑止を図る。  
 ⑧ 幼・小中一貫教育の推進  

・中之町幼稚園との連携を図った幼・小中一貫教育の推進により、豊かな人間性  

 の育成を図る。 

 ⑨ 創意を生かした教育活動  

  ・コミュニティ・スクール制度を活用し、地域と連携した特色ある教育活動を実 

   施するとともに、「学校教育を通してよりよい社会を創る」という社会に開か  

   れた教育課程を実践していく。  
・学びの連続性を担保するため、小学校６年間と中学校３年間で取組む教育を基

盤としつつ、義務教育９年間を４－３－２の学びの区分（Ⅰ期１～４年生、Ⅱ
期５～７年生、Ⅲ期８・９年生）と捉え、学びの区分での指導を生かした小中
一貫教育を行う。 

 ⑩ 幼・小中一貫教育の推進  
・中之町幼稚園との連携を図り、幼・小中一貫教育の推進により、豊かな人間性
の育成を図る。 

 ⑪ 社会に開かれた教育課程  
  ・学校運営協議会及びコミュニティ・スクール制度を活用し、「学校教育を通し

てよりよい社会を創る」という社会に開かれた教育課程の理念を家庭・地域・
学校が共有し、必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身
に付けられるようにするか明確にしながら教育課程を実践していく。 

 ⑫  インクルーシブ教育の理念に沿った環境整備  
  ・特別支援学級や特別支援教室での指導にとどまらず、インクルーシブ教育の理

念に沿った環境整備を進め、児童・生徒の発達の状態に応じた適切な指導の充
実を図る。 

 ⑬ キャリア教育の推進  
  ・世界で活躍したスポーツ選手等を講師として招聘し、体験活動や講演を通して

キャリア教育を推進する。 
   

６．令和６年度重点目標 

（１）徳・知・体を育む学び  

 ① 道徳教育の充実 

  ・道徳教育推進教師を中心に全体指導計画・学年別の指導計画・別葉を作成し、組  

   織的な指導を行う。道徳授業地区公開講座を通して、保護者・地域と「育てたい   

   児童像」を共通理解し、児童の人間関係を築く力や規範意識を育てる。  

  ・自分を大切にするとともに、他者を思いやる豊かな心の育成に取り組み、いじめ  

   や差別をしない規範意識を身に付け、協調性や助け合う心を育むため、人権教育  

   や道徳の時間の充実を図る。 

 ② 基礎学力の習得 

  ・学んだ知識を活用し、思考力、判断力、表現力の育成を図る。そのために、各種   

   学力調査や定期考査等の分析による授業改善と授業の工夫を図る。また、学習課 

   題への興味・関心を高め、学習内容をわかりやすく説明するために、効果的な場  

   面でＩＣＴ機器を積極的に活用した授業改善を図る。  

  ・児童生徒による授業評価を行い、その結果を各教科の授業改善に生かし、生徒の   

   学力向上を図る。 

  ・確かな学力を身に付けるために、個に応じた指導の工夫・改善を図る。数学では、 

   「東京方式習熟度別指導ガイドライン」に基づいた習熟度別・少人数授業を実施   

   し、授業内容の確実な習得を図る。また、学習の見通しを立てたり、学習したこ 

   とを振り返ったりする活動を計画的に取り入れる。 
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 ③ 読書活動の推進 

   言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより  

   深く生きる力を身に付けさせる。 

  ・学校司書、学校図書館支援員との連携 

  ・朝読書の推進と読書一万ページの奨励 

  ・図書館司書の活用による図書室の環境整備  

 ④ 健康な体づくりの推進  

   成長期にある生徒たちのからだをつくるために必要な栄養バランスのとれた食  

   事、適度な運動、十分な睡眠についての指導を通して健康的な体づくりを図る。 

  ・給食時におけるマナー指導  

  ・バランスの良い食事についての啓発  

  ・体育、部活動を通じた生涯スポーツの啓発  

  ・適切な睡眠についての家庭への啓発  

 ⑤ 食育の推進 

   子どもたちが心身ともに健康に育つための生活の基盤であるとともに、日常生活 

   の基本となる生活習慣を身に付けさせる。また、望ましい栄養・食事の採り方を 

   理解させ、学習意欲や体力，気力の向上を図る。 

  ・規範意識の醸成 

  ・心と体の健康づくり  

  ・食育推進計画 

 ⑥ 特別支援教育の充実  

  ・通常の学級においても、発達障害を含む障害のある子どもが在籍する可能性も 

   あることを前提に、特別支援教育に関する教育の枠組みを、すべての教職員が理  

   解することが重要である。そのために、学期毎に研修会を開催する。  

  ・障害のある児童一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切に対応していく 

  ために個別の教育支援計画及び個別指導計画書を作成する。  

  ・特別支援教室（学習ルーム）の環境整備と充実を図り、一人ひとりに適した教材  

   教具を用意して個別の課題に合わせた指導を工夫する。  

 

（２）未来を切り拓いて生き抜く力の育成 

 ① ＩＣT を活用した教育の推進  

  ・日常的に ICT を活用できる環境を整え、情報技術を適切に活用した学習活動の充   

   実を図り、発達の段階に応じた情報活用能力を育成する。また、タブレットＰＣ   

   を活用し児童生徒の学びの進度に合わせた個別最適化学習を推進する。 

   ・ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、一人一台のタブレット端末を各教科の授業   

    や家庭で活用できるようにするとともに、教科等横断的な視点から、タブレット  

   端末を利用して自ら学び、自ら考え、主体的に行動できる児童を育成する。  

  ・算数・理科の教科と総合的な学習の時間を通して、プログラミング学習に取り組  

   み、論理的思考を身に付けさせるとともに、実社会での活用に目を向けさせる。 

 ② 環境教育の充実 

  ・「みなと子どもエコアクション」に全校を挙げて取り組むことで、環境問題につ   

   いて自分事として捉え、持続可能な社会の創り手を育む。  

  ・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や学校 2020 レガシー等の視点を踏まえながら  

   環境、障害・福祉、食育、地域について自ら課題を設定し、問題解決学習の過程  

   を大切にして、ICT 機器活用能力や思考力、判断力、表現力等を育成する。  
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  ・港区立みなと科学館等を活用して、地球環境、自然環境、リサイクルなどを題材   

   とした環境保全への 興味・関心を高める教育を推進する。また、「小中学生の 

   環境に関する自主研究」を通して、環境教育を推進する。さらに、持続可能な開 

   発のための教育の考え方を盛り込んだＳＤＧｓにつながる教育活動を推進する。 

 ③ 幼・小中一貫教育の推進  

   小学校までの学習の成果が中学校教育に円滑に接続され、義務教育段階の終わり  

   までに育成することを目指す資質・能力を確実に身に付けられるよう、９年間を  

   見通した教育を推進するとともに、カデミーとしての幼稚園連携を深める。 

 ④ 防災等安全に関わる教育の推進  

   災害時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、状況に応じて、的  

   確な判断の下に、自らの安全を確保するための行動ができるようにするとともに  

   災害発生時及び事後に、進んで他の人々や集団、地域の安全に役立つことができ  

   るようにする。さらに、自然災害の発生メカニズムをはじめとして、地域の自然  

   環境、災害や防災についての基礎的・基本的事項を理解できるようにする。 

 

（３）地域社会と連携した教育の推進  

 ① コミュニティー・スクールの推進  

   学校運営協議会（コミュニティー・スクール）により、赤坂学園を核とした地域 

   コミュニティの形成を図る。  

 ② 国際理解教育の充実  

  ・実践的コミュニケーション能力を育成する国際科の授業を通して、言語や文化に  

   ついて体験的に理解を深め、すすんでコミュニケーションを図ろうとする態度と  

   互いの伝統や文化を尊重する態度を育てる。  

  ・教育課程特例校として、特別教育課程を実施する港区においては、企業や大学、 

   大使館等の豊富な人材や社会資源を活用した特色ある教育を推進する。その中  

   で、英語によるコミュニケーション能力の向上をはじめとした、国際理解教育を 

   推進し、国際社会で活躍する人材を育成する。  

 ③ 地域とともにある学校づくり  

   地域商店街や関係機関との連携・協働による教育の充実を図り、地域の一員とし  

   ての自覚をもたせる。  

 

（４）学びを支える教育環境の整備 

 ① 教員の指導力向上 

   目指す学校像を実現するためには個々の教員の指導力を向上させることと共に  

   学校組織を適切に機能させることが重要である。  

  ・各種研究会等への参加を奨励  

  ・校内研究の充実（ICT） 

 ② 教員の負担軽減の推進（働き方改革） 

   タブレットＰＣや校務支援システムの活用により、ペーパーレス化を図るととも 

   に、データの一括管理等による校務の効率化を推進する。 

   また、毎週水曜日を定時退庁日に設定するとともに、自己申告の際に年間の休暇  

   取得目標について記載する。  

 ③ 安全・安心な教育環境の整備  

   子どもたちにとって、学校は安全で安心な場所でなくてはならない。避難訓練、 

   不審者対応訓練はもとより、生徒理解によるいじめの未然防止を図る。  
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７．中期的経営目標と方策  

（１）小中一貫教育校としての学びの継続 

   小中一貫校として、赤坂小学校からの入学希望者（50％）の達成と、区内小学校 

   の児童・保護者への情報発信による生徒数の確保。  

  ・教育ニーズの把握 

   中学校合同説明会や教育ニーズに対するアンケート結果を参考として、中学校教 

   育に求める教育内容等を把握し、アンケートの内容を学校経営に生かす。 

  ・特色ある教育の周知  

   地域教育力の活用、教科教室経営の充実、学力向上重点策の検討により、他校及 

   び私立学校に勝る本校の教育力を学校ホームページ等の活用により広報する。 

  ・９年間を見通した赤坂学園カリキュラムの活用  

   小中の接続を踏まえた赤坂学園カリキュラムを活用し、主体的・対話的で深い学  

   びを意識した授業を展開し、考え・伝え合う力を育成する。  

（２）授業力・学級経営力の向上  

   新規採用教員、経験 10 年未満の若手教員の増加に伴い、校内ＯＪＴによる授業 

   力の育成を計画的に行う。  

  ・副校長を責任者として、主幹・主任教諭が役割を分担したピラミッド型の指導体 

   制の確立 

  ・授業参観週間を設定し、授業公開と授業観察シートを活用した授業改善を行うな  

   ど、研修体制を確立する。 

  ・生徒による授業アンケートの実施  

（３）コミュニティースクール（学校運営協議会制度）の円滑な運営 

   学校・保護者・地域が一体となった学校づくりを推進するために、学校運営協議 

   会において協議を行い、地域とともにある学校運営を推進する。  

  ・子どもたちが安全で安心して過ごすことのできる学校づくり  

  ・子どもたちがいきいきと楽しく学ぶことができる学校づくり  

  ・保護者や地域に信頼される学校づくり  

 


